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このサービス契約約款（以下「本約款」といいます）は、契約者と株式会社アジア・ユナイ

テッド・コンピューティング（以下当社という）との間の、当社が提供するドメイン取得代

行、管理を含むホスティングサービス等（以下当サービスという）の利用に係わる一切の関

係に適用します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用

は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。 

 

 

第１節 総則 

 

第１条（契約約款の適用） 

１．当社は、本約款を定め、これによりサービスを提供します。また、当社が提供する手

段を通じて随時発表される諸規定も、本約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾し

ます。 

 

第２条（約款の変更） 

１．当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを

承諾します。この変更は当社の提供する手段を通じて随時発表します。本約款の内容

に変更が生じた場合、当社が定めた通知方法によりお知らせします。料金に改定があ

った場合においては本契約が満了するまで、本契約時に締結した価格を適用するもの

とします。 

 

第３条（用語の定義） 

「ドメイン」 ＪＰＲＳ等の機関で割り当てられる組織を示す名前 

「接続方式」 当社のＷＷＷサーバーと契約者の使用する１台の端末とを、他社のＷ

ＷＷサーバーを経由して接続すること 

「ホスティング」 当社のＷＷＷサーバーに契約者のドメインを設定し、そのデータを保

管して、インターネット上から契約者のアクセスならびに第三者の閲

覧を可能にするサービス 

「利用契約」 利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約 

「契約者」 当社と利用契約を締結している個人または法人、団体 

 

第４条（ホスティングサービスの内容） 

１．当社が提供するホスティングサービス内容はドメイン名の取得代行ならびに第３条記

載の接続方法を使用して、ホスティングサービスを提供することとします。 

２．当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ

－ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更すること

があります。  
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第２節 利用契約 

 

第５条（利用期間） 

１．年払い利用契約の最低期間は１年とします。 

 

第６条（利用起算日） 

１．利用期間の起算日は原則として契約日の翌月１日とします。 

 

第７条（利用契約の単位） 

１．当社との間に利用契約を締結できる方は、ドメインを１単位とした利用契約や特定サ

ービスにつき一人または一法人、一団体のいずれかに限ります。 

２．当社は特定のサービスを除き、サービスごとにひとつのドメインを設定しそれをもっ

て利用契約単位とします。 

 

 

第３節 利用申込等 

 

第８条（利用申込） 

１．利用契約の申込をする方は、当社が別に定めるホスティングサービス申込書に必要事

項を記入して当社に提出していただきます。 

 

第９条（利用契約の成立） 

１．利用契約は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承認したときに成立しま

す。 

 

第１０条（申込の拒絶） 

１．当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾し

ない場合があります。 

（１）当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合 

（２）第１４条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 

（３）申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合 

（４）その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 
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第４節 契約事項の変更等 

 

第１１条（個人の契約者の地位の継承） 

１．契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。利

用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許

諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。 

 

第１２条（法人の契約上の地位の継承） 

１．契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位

を承継した法人または団体は速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。 

２．第１０条（申込の拒絶）の規定は前項の場合についても準用します。 

 

第１３条（契約者の氏名等の変更） 

１．契約者は、その氏名、名称、住所に変更があったときは、速やかに書面によりその旨

を当社に通知してください。 

２．前項にある変更通知の不在によって、当社から利用者への通知、書類などが遅延また

は不達となったとしても、当社はその責を負わないものとします。 

 

 

第５節 提供の停止 

 

第１４条（提供の停止） 

１．当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービ

スの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。 

（１）利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を、支払期限を経

過してもなお支払わないとき 

（２）国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき 

（３）風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流した

とき、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき 

（４）当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合 

（５）当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき 

（６）利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

（７）当社が指定する IP アドレス以外の IP アドレスを不当に利用した場合 

（８）当社ホスティングにおいて、他の契約者の日常的な利用を妨げる恐れのある負荷

を発生させたとき 

（９）そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合 
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第１５条（提供の中止） 

１．当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止すること

があります。 

（１）当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

（２）当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき 

（３）第１６条の規定によるとき 

（４）第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を

中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった

とき 

（５）悪意の第３者によりサーバーへの不正アクセスが行われた場合 

２．当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者

に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合

はこの限りではありません。 

 

第１６条（サービスの廃止） 

１．当社は都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあり

ます。 

２．当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の２ヶ月前

までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。 

３．契約者は第１項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サ

ービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。 

 

 

第６節 契約の解除 

 

第１７条（当社が行う利用契約の解除） 

１．当社は第１４条（提供の停止）の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止

された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除すること

があります。 

２．当社は、契約者が第１４条（提供の停止）第１項各号のいずれかに該当する場合で、

その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかか

わらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。 

 

第１８条（契約者の解除） 

１．契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。

当サービス利用を終了させる場合は、契約終了日の３０日以前に当社の定める方法で

届け出るものとし、届出のない場合は自動的に更新されます。また、契約者の事由に
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よる契約完了前の退会については原則自由ですが、契約残日数分の料金はお返しでき

ません。 

２．契約者は、前項の規定にかかわらず、第１５条（提供の中止）第１項の事由が生じた

ことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービス

に係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除するこ

とができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるも

のとします。 

３．第１６条（サービスの廃止）第１項の規定により当サービスが廃止されたときは、当

該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。ただし同条第３項の規定

により他のサービスへの変更があった場合を除きます。 

 

 

第７節 料金等 

 

第１９条（料金等） 

１．利用契約に基づくサービス利用の対価（以下料金等といいます）は以下の項目からな

ります。 

（１）初期費用契約者が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費

等の費用です。 

（２）サービス費用契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本

料等の費用です。 

２．前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改

訂することがあります。 

３．途中解約契約者は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いて利

用契約を中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができま

せん。 

４．契約の継続契約期間が満了する場合には、当社は、継続のための案内を当社の定める

方法により通知します。 

 

第２０条（契約者の支払義務） 

１．契約者は当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします 

２．初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第９条（利用契約の成立）の規定によ

り利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返し

いたしません。 

３．第１４条（提供の停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該

停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。 

４．第１５条（提供の中止）の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サ



6 
 

ービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から２４時間未満の利

用不能の場合は、サービス費用は返却しません。２４時間以上の場合は第２６条に定

めるところによります。 

 

第２１条（料金等の請求期間および支払期日） 

１．料金等は当社の指定する方法による前払いとします。 

２．当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。 

３．前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限まで

にその料金等を支払うものとします。 

 

第２２条（割増金） 

１．契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の２倍に相当する額を割増金

として支払うものとします。 

 

第２３条（遅延損害金） 

１．契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率１４．

５％の遅延損害金を当社に支払うものとします。 

 

第２４条（消費税） 

１．契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に

定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。 

 

 

第８節 雑則 

 

第２５条（秘密保持） 

１．当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を、正当な理由なく第三者に漏

らしません。 

 

第２６条（利用不能の場合におけるサービス費用等の返却） 

１．当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事

由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算し

て２４時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利

用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できるこ

とを当社が確認した時までの時間を２４で除した数（小数点以下の端数は切り捨てま

す）に１ヶ月分に相当するサービス費用の３０分の１を乗じて算出した額を返却しま

す。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から１ヶ月以内に当該請求
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をしなかったとき、契約者はその権利を失うものとします。また、当該請求額が１万

円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえ

させていただきます。 

２．利用契約成立後、サービス開始の起算日にサービスの提供が間に合わない場合は、利

用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。 

３．前各項の規定は第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場

合を除きます。 

 

第２７条（契約者の義務） 

１．契約者は、当社に登録したユーザーＩＤおよびパスワードの管理の責任を負います。

これらを忘れた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

２．契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネ

ットワークの規則に従わなければなりません。 

 

第２８条（免責） 

１．当社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して被害を被った場合やデー

タの消失等についても、なんらの責任も負いません。万一、当社の故意、若しくは重

過失により契約者に損害が発生した場合は、契約者が当社に支払ったサービス利用料

金を限度として損害賠償責任を負うものとします。 

２．第１５条（提供の中止）の規定によりサービスの中断、延滞、データの消失等が発生

しても当社はいっさいその責を負いません。 

 

 

第９節 その他 

 

第２９条（サービス利用様態の制限） 

１．契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者の希望するものと

し、IP アドレスについては当社が指定するものとします。当社が指定した以外の IP

アドレスを利用することは禁止します。 

 

第３０条（ドメインの所有権） 

１．契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約

者に帰属します。 

２．当社はその原因の如何を問わず契約者がドメインの申請代行あるいは管理を当社に委

託し、それに関して被害を被った場合でも第２８条同様全てにおいて免責されます。 
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第３１条（ソフトウェアの使用条件の遵守） 

１．契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合に

は、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。 

 

第３２条（通信利用の制限） 

１．契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他の契約者の利用に支障を生

じた場合には当社は当該契約者の利用を制限することがあります。 

 

第３３条（クーリングオフ） 

１．利用者は、本契約締結日から起算して 10 日を経過するまでの間、書面によりその契

約の解除を行うことが出来ます。なお契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面

を発したときにその効力を生じます。 

２．第１項の解除があった場合において、当該契約に関わるサービスの申込金を受けてい

る場合は初期費用を除くサービス費用を対象とし、サービス費用からサービスの提供

を行った日数分を除した期間分について返金する義務を負います。 

３．第１項に定める期間以降のサービスの中止については当社の都合によるもの以外、い

かなる理由によっても解除・返金に応じることはできません。 


